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福岡市教育委員会福岡市教育委員会福岡市教育委員会福岡市教育委員会のののの「「「「外国外国外国外国につながるにつながるにつながるにつながる子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち」」」」へのへのへのへの支援支援支援支援    

アジアに生きる会・ふくおか  井上 幸雄 

１、福岡市におけるこれまでの取り組み 

福岡市教育委員会においては、従来から外国につながる子どもたちへの教育支援として、日

本語の理解が不十分な子供への日本語指導員派遣事業(最大 66 時間)外国からの子供が多

い学校への県費の日本語指導担当教員(加配) = ワールドルーム設置を主な取り組みとして行

っていた。 

２、最近の取り組み状況 

 ここ数年においては、文部科学省の積極的な取り組み (外国人児童生徒受け入れの手引の

作成等) もあり、福岡市教育委員会においても、外国につながる子どもたちへの教育施策におい

て、次のような大きな前進があった。 

(1) 日本語指導担当教員の増 

2009 年においては、小学校５校で５名、中学校２校で２名の計７名であった日本語教育加配

教員が、2010 年度に、一挙に 21 名(小学校 10 校、中学校４校)へ増加され、2012 年度は小

学校 11 校、中学校３校で 22 名となっている。これにより、各学校における指導の充実が図られ

ると同時に、日本語指導教育研究会(教育委員会から交付金を得る教科等研究会)や、日本語

教員設置校連絡会の活動が活発化されてきた。 

(2) 教育センターでの取り組みの進展 

ア 日本語指導にかかる長期研修員の配置 

 今年度から、教育センター長期研修員(籍は学校に置きながら、１年間教育センター内で調

査・研究にあたる教員)のうちの１名が、外国からの子どもへの日本語指導の調査・研究担当とし

て配置された。研究テーマは「『日本語能力』の育成に向けた日本語指導の在り方―実態調査・

事例研究に基づく『初期指導ガイド』の開発を通して―」となっており、その成果が期待される。 

イ 東京学芸大・国際教育センターとの協定締結 

 「JSL(第二言語としての日本語)カリキュラム」に関する教員研修プログラムの開発について、

東京学芸大学(国際教育センター)と東京都墨田区との３者で協働開発することとなり、2012 年

８月 29 日調印式が行われた。このことと関連して、東京学芸大学において行われる JSL 研修に、

教育センターから指導主事と長期研修員、日本語指導担当教員の３名が年３回参加し、研修プ

ログラムの開発が行われている。 

ウ 教育センター「日本語担当指導教員研修」開始 

 「教科指導に資する言語能力を高める指導力を要請する教員研修プログラム」の一環として、

東京学芸大学の吉谷教授を中心とした講師陣により、(1)の加配教員を主たる対象として３回実
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施された。この研修会はオープンなものとなっていて、日本語の派遣指導員や地域での子どもた

ちへの指導に関わっている方の参加もあった。このことにより、日本語指導に関わる人々の資質

が高められ、外国につながる子どもたちへの手厚い指導が期待される。 

３、今後の課題 

 外国につながる子どもたちの教育に関しては、上記のような進展が見られ成果が期待される。

しかし、いじめの問題、来日した子どもたちへの日本語指導時間の絶対的な不足、派遣されてい

る日本語指導員への研修(かつては行われていたが現在は行われていない)、日本語指導を必

要とする児童生徒の担任教員への研修など、問題は山積している。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

外国外国外国外国につながるにつながるにつながるにつながる子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへの家庭教師派遣事業家庭教師派遣事業家庭教師派遣事業家庭教師派遣事業をををを始始始始めましためましためましためました    

                           アジアに生きる会・ふくおか  井上 幸雄 

1、 いきさつ 

ネットワーク・九州のニューズレター36 号で報告した、認知・国籍取得により在留が認められた

フィリピンからの少年が、2010 年末に来日した。全く日本語の分からない状態での学校生活は大

変だろうということで翌年の春から、アジアに生きる会ではボランティアを募り、この A 君の日本語

指導と教科の学習指導を始めた。このことを聞きつけた A 君の母親の友人から「自分の子どもも

勉強を見て欲しい」との依頼があり、結果として２人が加わり、３人の子どもたちの学習教室が始

まった。１年後、利用していたアジアに生きる会の部屋が利用できないこととなり、また、最初の A

君が中学生になり一定の日本語能力も獲得したと考えられたので、いったん学習教室を閉じるこ

ととした。 

２、A 君の追加指導 

 ところが昨年秋に A 君の母親に彼の状況を聞くと「英語以外の主要教科はオール１で、体育や

美術、音楽なども２か３なの・・」ということであった。彼はクラブ活動はサッカー部で、当時レギュ

ラーメンバーで、美術も絵画コンクールで入賞するなど得意だったので意外であった。 

 やはり日本語の能力、特に「学習言語」の能力に問題があると考えられた。このため再度ボラン

ティアを募り、看護科一年生の大学生が参加してくれることになった。指導の内容は、まずは読

書に興味を持ってもらうことを目ざして、易しい読み物、具体的には 50 巻シリーズの「まんが日本

昔話」を音読していくことから始め、徐々にショートショートの小説へとつなげていく方向で取り組ん

でいる。４回目まで井上がサポートにつき、以後は大学生に任せている。これまでの４回は家庭

科の勉強も兼ねて、勉強が終わった後に「調理実習」として、一緒に夕食を作った。 

３、B 君の指導 

 昨年の 10 月に、知り合いのフィリピン人夫妻が９歳になる長男を日本に呼び寄せた。福岡市の
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学校での日本語指導は不十分であることが分かっているため、A 君の場合と同様に家庭教師派

遣による日本語指導を行うこととした。指導するボランティアは、A君の指導をしてくれている学生

の友人で、現在までに３回勉強会をした。 

B 君は、まだ五十音が読み書きできないので「ひろこさんのたのしいにほんご」を使い学習して

いる。両親もほとんどB君と同様の状態なので、親子３人に対しての学習会になっている。B 君の

学校の担任はとても誠実な先生で、私たちが勉強をしているところまで訪ねてくれ、いろいろと情

報交換をすることができた。 

４、今後の展望 

 外国につながる子どもたち、とりわけ外国で育ち学齢期になって来日した子どもたちへの学習支

援は極めて脆弱と言わざるを得ない。その結果不登校となったり、「問題行動」(本当は正常な行

動)を起こす子どもも少なくない。アジアに生きる会としては、これまでの DV 問題や JFC 問題と

同様に、外国につながるこどもたちへの支援の活動を広げていきたい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン農業実習生農業実習生農業実習生農業実習生 EEEE さんへのさんへのさんへのさんへの謝罪謝罪謝罪謝罪をををを求求求求めてめてめてめて    
                        外国人実習生権利ネットワーク・北九州 矢野 隆志 

42 号「技能実習生の残業代不払い問題の取り組み」で報告したことの続報です。 

「私がボスだ」「私と K とは従弟であることを知っとるか」「お前はいくら欲しいのか。20 万か 30

万か。金を返せ」。昨年4月2 日、3年間の実習を終えフィリピンへの帰国を前に寮へ押しかけて

きた「T グループ」の社長が E さんへ浴びせかけた言葉です。E さんは恐怖におののき号泣しなが

ら私たちのところへ電話をかけてきました。 

 4 月 5 日帰国の日、私たちは E さんに「あなたが残業代を払ってくださいと声を上げたことは間

違ってはいない。」「4 月 2 日の行為を社長に謝っていただく」ということを約束しました。 

T グループとは、福岡県南部で小松菜・ほうれん草など葉物野菜のハウス栽培をする生産者

が 2002 年に立ち上げ、大手スーパーや外食チェーンを取引先として販路を拡大し、08 年販売

会社（株）T を設立しました。販路の拡大により外国人研修生を受け入れ、28 名のフィリピン人

（2012 年 4 月現在）を各生産者（農家）が雇っていて、彼女たちは T 社の社長が所有する寮で

生活しています。 

 E さんは 09 年 4 月、フィリピンより外国人研修・実習制度のもと農業研修生として来日し、夏の

酷暑、冬の寒さの中で不平も言わず T グループ傘下の K 農園で働いていました。しかし、彼女の

胸の中にはずっと疑問がありました。 

1 年間の研修が終わり、実習生になって K 農家と雇用契約書を交わしました。雇用契約書に

は、1 日の労働時間 7 時間、年間休日 53 日、年次有給休暇 6 か月勤務した場合 10 日、残業

代 25％と書かれていました。彼女は毎日の労働時間を克明に記録していました。3 年間の研
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修・実習が終わろうとしているのに残業代は 1 円も支払われません。思い余って JITCO（国際研

修機構）の相談窓口に手紙を書きました。JITCO からの返事は、受け入れ機関に相談するように

とのことでした。彼女は受入機関（協同組合）に相談し、その結果 K 農園から残業代が支払われ

ることになりました。一人当たり 10 数万円、彼女は病気で 2 日休んだということで 2 万円引かれ

ていました。E さんは 3 年間の残業代はそんな金額ではないとサインを拒否しました。そのことに

対し、K 農園は「納得できないのであればフィリピンへ帰れ。歩いて帰れ」「まだ揉めるつもりなら明

日から仕事はさせん」と怒鳴りました。彼女は泣きながらサインをしました。 

「それでも納得できない」。E さんは毎週通っているカトリック教会の神父さんに相談しました。神

父さんを通じて私たちがその問題を知ったのが昨年の 1 月でした。E さんの帰国まで 3 か月足ら

ず、私たちはすぐさま E さんに会うため教会へ行きました。そこで偶然にも岩本さんが旧知のフィリ

ピン人の T さんに出会い、快くタガログ語の通訳をしていただけることになりました。 

通訳の T さんを交え彼女の置かれている状況や彼女の思いを正しく理解することができ、時間

はないが全力で取り組もうということになりました。まずはユニオン北九州に加入してもらい、残業

代の計算をはじめ団体交渉の準備をし、強制帰国への対応など万全の態勢を整え3月3日にK

農園へ出向きました。「残業代は払った。何が問題なのか。E の話だけ聞いてきたのだろうがこち

らにも言い分がある」。K 農園は憮然とした態度に終始しましたが、協同組合を間に入れて団体

交渉を受けることを約束させました。   

3 月 30 日、協同組合を交えた団体交渉で、残業代、有給休暇、帰国日時などについて合意

が成立しました。一件落着、肩の荷を下ろしかけたところに「合意」を破壊しようとしたT 社・社長ら

の 4 月 2 日の事態が起きたのです。 

 私たちは E さんとの約束、正当な要求を強権で押しつぶす社長らに、事実の確認と謝罪を求め

て 2 度 T 社を訪問しました。最初は社長不在を理由に無視、2 度目は警察を呼んで申し入れを

拒否してきました。申し入れ書も 3 度にわたって郵送しまし、7 月になって回答が来ました。「人権

侵害行為は行っていない。文句があるなら裁判をやれ」というものでした。９月には、T 社から依

頼を受けたという弁護士から「人権侵害といえるような行為は行っていない。話し合いをするつも

りはない」という回答。11 月には、「社長は親身に実習生たちの世話をしている。生産者の皆さん

は法に基づいた待遇をしていると思う」「社長は口が悪い者なので不快に思ったならばお詫びす

るが、研修生は皆知っている」「（これ以上）話合いも、（文書）のやり取りもしない」との「最終回

答」を送ってきました。 

 問題は、生産規模を拡大するためには人を雇わなければならない。しかし日本人は来ない。そ

こで不平を言わない外国人をいれる。「おかしい」と声を上げれば強制帰国や恫喝でその声を押

しつぶす。「善良な経営者を悪魔に変える」のがこの制度です。2010 年、現代の奴隷制度との
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批判を受け入管法が改定され労働基準法などが適用されるようになりました。しかし、T グループ

傘下の農家で働く外国人実習生たちは「法に基づく待遇」を受けているのでしょうか。そうであれ

ば E さんは声を上げなかったはずです。 

 もう一つ気がかりなことがあります。K 農園への最初の行動の時、協同組合は飛んできました。

団体交渉にも当事者として参加しました。4 月 2 日の件で協同組合にも申し入れをしました。協

同組合からの回答は「T とは契約が切れる。窓口にはならない」というものでした。 

2011 年の移住連の省庁交渉で「農業実習生」について取り上げられています。「最近労基法

を盾に、労働時間は適用除外で良いとする農業技能実習生の受け入れ団体が非常に増えてい

ます。農水省の留意事項を守って労基法を適用している監理団体から逆差別との反発もあり、

切り下げも出てきている」という箇所です。農林事業については、労基法の中で労働時間、休日、

休憩の適用が除外されています。今回の件で K 農園が逃げられなかったのは雇用契約書に残

業代が明記されていたからです。T 社は「適用除外」を悪用する方向に舵を切ったのではないか

と思うのです。私たちは今後も T 社に対し抗議をしていくつもりです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターへのセンターへのセンターへのセンターへの質問質問質問質問とととと回答回答回答回答のののの報告報告報告報告    
 今年度も 2012 年 12 月 10 日に大村入国管理センターとの意見交換会を行いました。今年

は参加者が過去最高の 23 名となりましたが、施設の見学と意見交換会、収容者との面会と午

後いっぱい時間を使って行いました。 

 

１１１１、、、、収容施設及収容施設及収容施設及収容施設及びびびび被収容者被収容者被収容者被収容者のののの状況状況状況状況    
①①①①    現時点現時点現時点現時点(2012(2012(2012(2012 年年年年 10101010 月末月末月末月末))))でのでのでのでの収容定員収容定員収容定員収容定員とととと収容人員収容人員収容人員収容人員    

・・・・国籍別被収容者数国籍別被収容者数国籍別被収容者数国籍別被収容者数    世代別世代別世代別世代別    (10(10(10(10 代代代代、、、、20202020 代代代代    30303030 代代代代    40404040 代代代代    50505050 代以上代以上代以上代以上))))    

・・・・九州外九州外九州外九州外のののの入国管理入国管理入国管理入国管理センターなどからセンターなどからセンターなどからセンターなどから移送移送移送移送されてきたされてきたされてきたされてきた被収容者被収容者被収容者被収容者のののの割合割合割合割合をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

・収容定員  800 名 

・11 年 10 月末現在の収容人員 2２名 (全員男性)  

九州以外からの移送者 50％（広島、高松など 中四国地方からの分も含む） 

・国籍別内訳 

  中国 ３名 パキスタン ３名 フイリピン ３名 韓国 ２名  トルコ ２名 

  その他各１名が計９名 (イラン、ケニア、ナイジェリア、カメルーン、アメリカ  バングラデシ

ュ、ペルー、ドミニカ)  

・年代別  10 歳代０名 20 歳代７名 30 歳代５名 40 歳代８名 50 歳代以上２名 
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《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・収容定員  800 名（実行収容定員は男子区 100 名） 

・12 年 10 月末現在の収容人員  26 名（全員男性） 

  九州以外からの移送者 61.5％ （九州内は刑務所や警察からが多い） 

・国籍別内訳 全員男性 

  ネパール 6 名 イラン 5 名 パキスタン 3 名 ペルー 2 名 カメルーン 2 名    

その他各 1 名が計 8 名（中国、インドネシア、トルコ、ロシア、ナイジェリア、キューバ、ドミニカ、

セントルシア） 

・年代別  10 歳代 0 名 20 歳代 7 名 30 歳代 7 名 40 歳代 9 名 50 歳代以上 3 名 

②②②②    2012201220122012 年年年年のののの平均収容期間平均収容期間平均収容期間平均収容期間とととと長期収容期間長期収容期間長期収容期間長期収容期間についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

・平均収容期間   53.1 日（2010 年の平均収容期間） 

・長期収容期間   約２年  (2011 年９月末現在) 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・平均収容期間   59.01 日（2011 年の平均収容期間） 

・最長期収容期間  2 年 9 ヶ月（2012 年 10 月末現在） 

③③③③    現時点現時点現時点現時点(2012(2012(2012(2012 年年年年 10101010 月末月末月末月末))))でででで６６６６ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上のののの長期収容者長期収容者長期収容者長期収容者のののの人数人数人数人数についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    ６ヵ月以上 ９名    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》 ６ヶ月以上 21 名 

④④④④    2011201120112011 年年年年とととと 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの収容施設内収容施設内収容施設内収容施設内でのでのでのでの被収容者被収容者被収容者被収容者のののの自殺未遂自殺未遂自殺未遂自殺未遂((((自傷行為自傷行為自傷行為自傷行為))))のののの件数件数件数件数

はははは何件何件何件何件ですかですかですかですか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年          自殺未遂 １件  自傷行為 １件           

・2011 年 1 月～9 月   自殺未遂 0 件  自傷行為 ０件 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

2011 年、2012 年 1 月～10 月は、自殺未遂、自傷行為のいずれもなし 

⑤⑤⑤⑤    2011201120112011 年年年年とととと 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にににに仮放免仮放免仮放免仮放免がががが認認認認められためられためられためられた人数人数人数人数とそのとそのとそのとその主主主主なななな事由別事由別事由別事由別    ((((帰帰帰帰

国準備国準備国準備国準備、、、、病気療養病気療養病気療養病気療養、、、、行政訴訟係争中行政訴訟係争中行政訴訟係争中行政訴訟係争中、、、、難民認定関係難民認定関係難民認定関係難民認定関係、、、、そのそのそのその他他他他))))のののの内訳人数内訳人数内訳人数内訳人数をををを教教教教えてくださえてくださえてくださえてくださ

いいいい。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2010 年 10 件許可  ・2011 年１月～９月まで 10 件 

 諸般の理由を考慮して仮放免しているので、個別の理由は答えられない 
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《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 14 件  ・2012 年 1 月～10 月 10 件 

  諸般の事情を総合的に考慮して判断しているので、許可に至った理由は答えられない。 

⑥⑥⑥⑥    仮放免仮放免仮放免仮放免についてはについてはについてはについては諸般諸般諸般諸般のののの理由理由理由理由をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして決定決定決定決定しているとのことですがしているとのことですがしているとのことですがしているとのことですが、、、、次次次次のののの事由事由事由事由うちうちうちうち考考考考    

慮慮慮慮されるされるされるされる事由事由事由事由としてとしてとしてとして含含含含まれないものまれないものまれないものまれないものはははは、、、、どれですかどれですかどれですかどれですか。。。。    

アアアア））））オーバーステイオーバーステイオーバーステイオーバーステイ期間期間期間期間のののの長長長長ささささ、、、、イイイイ））））本人本人本人本人のののの犯罪歴犯罪歴犯罪歴犯罪歴、、、、ウウウウ））））保証人保証人保証人保証人のののの状況状況状況状況、、、、エエエエ））））本人本人本人本人のののの国籍国籍国籍国籍、、、、

オオオオ））））本人本人本人本人のののの健康状況健康状況健康状況健康状況、、、、カカカカ））））センターでのセンターでのセンターでのセンターでの態度態度態度態度、、、、キキキキ））））本人本人本人本人のののの帰国意志帰国意志帰国意志帰国意志、、、、クククク））））婚姻婚姻婚姻婚姻・・・・婚約婚約婚約婚約のののの状状状状

態態態態、、、、ケケケケ））））親族親族親族親族のののの在日状在日状在日状在日状況況況況、、、、ココココ））））本人本人本人本人やややや親族親族親族親族のののの資産状況資産状況資産状況資産状況、、、、ササササ））））大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターのこセンターのこセンターのこセンターのこ

れまでのれまでのれまでのれまでの仮放免決定仮放免決定仮放免決定仮放免決定のののの前例前例前例前例、、、、シシシシ））））センターセンターセンターセンター施設施設施設施設のののの状況状況状況状況、、、、キキキキ））））センターのスタッフセンターのスタッフセンターのスタッフセンターのスタッフ人員人員人員人員のののの状状状状

況況況況、、、、クククク））））本人本人本人本人のののの仮放免申請仮放免申請仮放免申請仮放免申請のののの意志意志意志意志、、、、    

上記上記上記上記のののの事由以外事由以外事由以外事由以外にににに考慮考慮考慮考慮するするするする事由事由事由事由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。またまたまたまた、、、、決定決定決定決定にににに際際際際してしてしてして考慮考慮考慮考慮するするするする事由事由事由事由のうちののうちののうちののうちの上位上位上位上位

３３３３つをあげてつをあげてつをあげてつをあげて下下下下さいさいさいさい。。。。    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

諸般の事情を総合的に判断しており、事由は個々により相違するため回答は控える。 

⑦⑦⑦⑦国費送還者国費送還者国費送還者国費送還者はははは 2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にににに何名何名何名何名いましたかいましたかいましたかいましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年   11 名   ・2011 年１月～９月 9 名 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 13 名  ・2012 年 1 月～10 月  6 名 

⑧⑧⑧⑧被収容者被収容者被収容者被収容者からのからのからのからの苦情申苦情申苦情申苦情申しししし立立立立てはてはてはては、、、、2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にににに何件何件何件何件ありましありましありましありまし

たかたかたかたか。。。。そのそのそのその苦情苦情苦情苦情のののの内容内容内容内容のののの主主主主なものはなものはなものはなものは何何何何ですかですかですかですか。。。。2008200820082008 年年年年からからからから３３３３年続年続年続年続けてけてけてけて００００件件件件になっていますになっていますになっていますになっています。。。。苦苦苦苦

情申情申情申情申しししし立立立立てがてがてがてが出来出来出来出来ることをることをることをることを、、、、どのようにどのようにどのようにどのように周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2010 年及び 11 年９月まで該当者なし 

   案内版を設置するなどして、周知徹底するように配慮しています。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 0 件 

  ・2012 年 1 月～10 月 1 件（自らの申し出に対する入国警備官への不満を訴えた件） 

案内板での掲示、各居室に備え付けの収容生活のガイドラインで周知している。日本語含

め 8 ヶ国語で作成。 

⑨⑨⑨⑨    2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にににに収容者収容者収容者収容者のののの中中中中でででで宗教上宗教上宗教上宗教上のののの行事行事行事行事をををを希望希望希望希望したしたしたした者者者者はははは

何名何名何名何名いましたかいましたかいましたかいましたか。。。。    
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《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年 ・延べ 21 名  ・個別 ４件 ・集団 ４件 

 ・201１年１月～９月 ・延べ 40 名  ・個別 １件 ・集団 ９件 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 延べ 65 名 

・2012 年 1 月～10 月  延べ 177 名（2012 年はラマダン期間中 3 名が実施を希望し、

給食の支給時間を変更した） 

⑩⑩⑩⑩    記録記録記録記録のののの残残残残っているっているっているっている限限限限りでりでりでりで、、、、2012201220122012 年年年年 10101010 月月月月までのまでのまでのまでの間間間間にににに性的性的性的性的マイノリティでマイノリティでマイノリティでマイノリティで特別特別特別特別なななな処遇処遇処遇処遇をしたをしたをしたをした実人実人実人実人

数数数数をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち人身売買被害者人身売買被害者人身売買被害者人身売買被害者であつたであつたであつたであつた者者者者のののの人数人数人数人数をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

該当事例なし 

⑪⑪⑪⑪    2010201020102010 年及年及年及年及びびびび 2011201120112011 年年年年１１１１月月月月～～～～９９９９月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にににに収容者収容者収容者収容者のののの中中中中にににに男性男性男性男性のののの人身売買被害者人身売買被害者人身売買被害者人身売買被害者はははは何名何名何名何名いいいい

ましたかましたかましたかましたか。。。。いるいるいるいる場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその人数人数人数人数とととと国籍国籍国籍国籍をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年及び 11 年９月まで該当者なし 

（注）人身取引被害者ではないが、質疑の中で、2010 年性的マイノリテイの被収容者一人が

いたことがあり、その場合、他被収容外国人と別の棟の収容室（８－10 人の部屋）に一人で

収容する配慮がなされた、 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

該当事例なし 

⑫⑫⑫⑫    2012201220122012 年年年年 10101010 月末時点月末時点月末時点月末時点でででで、、、、大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターのセンターのセンターのセンターの被収容者被収容者被収容者被収容者のののの中中中中にににに刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰をををを受受受受けけけけ受刑後受刑後受刑後受刑後にににに

収容収容収容収容されているされているされているされている外国人外国人外国人外国人はははは何人何人何人何人いましたかいましたかいましたかいましたか。。。。またまたまたまた、、、、６６６６ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上のののの長期収容長期収容長期収容長期収容されているされているされているされている者者者者のうちのうちのうちのうち何何何何

人人人人いましたかいましたかいましたかいましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年 13 名  うち６か月以上 ５名 

 ・2011 年 1 月～９月末時点では９名 ６ヵ月以上 ６名 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2012 年 1 月～10 月時点では 10 名   うち 6 ヶ月以上 7 名 

 （2011 年、及びうち 6 ヶ月以上 については回答されず） 

⑬⑬⑬⑬    2009200920092009 年年年年７７７７月月月月にににに改定入管難民認定法改定入管難民認定法改定入管難民認定法改定入管難民認定法がががが成立成立成立成立してしてしてして以降以降以降以降、、、、各地各地各地各地のののの収容施設収容施設収容施設収容施設でででで被収容者被収容者被収容者被収容者をををを対象対象対象対象

にににに新新新新にににに提案箱提案箱提案箱提案箱がががが設置設置設置設置されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月 25252525 日以降日以降日以降日以降のののの提案提案提案提案によるによるによるによる改善処置改善処置改善処置改善処置はははは何何何何

かありましたかかありましたかかありましたかかありましたか。。。。    
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《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

  改善措置２件 検討中１件 

 2010 年 10 月 25 日の入国管理局のホームページで公表されているが、大村入国管理セ

ンターについては、①収容所内に設置された公衆電話の音声が聞き取りにくい。→ 業者に

よる工事により改善。② 単独室（被収容者を一時隔離するための部屋）のトイレが室外か

らトイレ使用者の状況が見える → 衝立等の設置工事を実施し、改善。 ③ イスラム教

徒の被収容者ヘのハラールフード（イスラム法で許された食べ物）についての十分な理解に

立って、その提供を検討すること。→ハラールフードは、現時点ではコスト面で実施が困難で

あり、継続して検討する。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

提案箱に投函されている内容は、西日本地区入国者収容所等視察委員会が箱を開け、

中身を確認している。その内容を踏まえ当所に意見を提出する。2010年10月以降の同委

員会からの当所に対しての意見については、法務省ホームページに掲載の通り。その中で

現在までに改善措置をとったものは、①被収容者の避難誘導のための誘導灯の配備  ②

非常災害時の対応、施設内のルール、各種申請の方法などについて記載された収容生活

のガイドラインを各居室に配備 ③シャワー中のプライバシー保護のため、シャワー室入口カ

ーテンを設置 ④診療時の通訳は三者間通話機・ハンズフリーフォンを設置し、医療用語

が理解できる通訳を確保 

２２２２、、、、職員体制職員体制職員体制職員体制についてについてについてについて    

①①①①    2012201220122012 年度年度年度年度のののの大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターのセンターのセンターのセンターの職員職員職員職員定員定員定員定員はははは何人何人何人何人ですかですかですかですか。。。。2012201220122012 年度年度年度年度はははは前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ    

てててて、、、、どのどのどのどの分野分野分野分野にどのくらいにどのくらいにどのくらいにどのくらい増員増員増員増員がなされましたかがなされましたかがなされましたかがなされましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》        ・2011 年度  49 名 ５名の減少    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》        ・2012 年度  49 人 増減なし    

②②②②    新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道（（（（2012201220122012 年年年年 9999 月月月月 23232323 日日日日    読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞））））によればによればによればによれば、「、「、「、「大村大村大村大村センターのセンターのセンターのセンターの 13131313 年度年度年度年度のののの維持運用維持運用維持運用維持運用

経費経費経費経費についてはについてはについてはについては、、、、    今年度今年度今年度今年度（（（（１１１１億億億億 5000500050005000 万円万円万円万円））））比比比比でででで半減半減半減半減するとしするとしするとしするとしてててて 13131313 年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案のののの概算要概算要概算要概算要

求求求求にににに盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ。」。」。」。」とされていますがとされていますがとされていますがとされていますが、、、、2013201320132013 年度予算年度予算年度予算年度予算がががが 2012201220122012 年度予算年度予算年度予算年度予算よりよりよりより半減半減半減半減するするするする場合場合場合場合、、、、

大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターのセンターのセンターのセンターの 2013201320132013 年度年度年度年度のののの職員数職員数職員数職員数はどはどはどはどのぐらいになるのぐらいになるのぐらいになるのぐらいになる見込見込見込見込みですかみですかみですかみですか、、、、    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》        不明 （本省で検討中） 

③③③③    2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの入管入管入管入管センターのセンターのセンターのセンターの一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの月平均残業時間月平均残業時間月平均残業時間月平均残業時間はどのくらはどのくらはどのくらはどのくら

いですかいですかいですかいですか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年は 8 時間   ・2011 年１月～９月は 7 時間 
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《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 約 7.3 時間  ・2012 年 1 月～10 月  約 6.9 時間 

３３３３、、、、医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフ及及及及びびびび医療医療医療医療ケアについてケアについてケアについてケアについて    

①①①①    2012201220122012 年度年度年度年度のののの大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターでのセンターでのセンターでのセンターでの医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフ((((医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、そのそのそのその他他他他))))のののの内内内内

訳訳訳訳をををを、、、、昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答とととと比比比比べてべてべてべて人数人数人数人数などなどなどなど、、、、訪問日訪問日訪問日訪問日にににに変化変化変化変化ししししているところがあればているところがあればているところがあればているところがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

・昨年と同じ（常勤医師・内科医１名 歯科医師 火曜日と金曜日の週２回 看護師２名） 

但し、歯科医師による診療回数は、受診者の減少がみられることから週２回から週１回に減

少した。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・昨年と同じ（常勤医師が 1 名、非常勤歯科医 1 名、看護師 2 名） 

②②②②    2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にににに、、、、長期被収容者長期被収容者長期被収容者長期被収容者のののの中中中中でででで精神精神精神精神をををを病病病病んでいるんでいるんでいるんでいる被収被収被収被収

容者容者容者容者のケアについておのケアについておのケアについておのケアについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。メンタルケアのメンタルケアのメンタルケアのメンタルケアの専門家専門家専門家専門家によるカウンセリングはによるカウンセリングはによるカウンセリングはによるカウンセリングは昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答にににに

比比比比べてべてべてべて変化変化変化変化していますかしていますかしていますかしていますか。。。。またまたまたまた投投投投薬薬薬薬をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・昨年と同じ。投薬処方はしている。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・昨年と同じ。医師の診断で投薬が必要な人には処方している。 

③③③③    2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にメンタルケアのにメンタルケアのにメンタルケアのにメンタルケアの専門家専門家専門家専門家によるカウンセリングのによるカウンセリングのによるカウンセリングのによるカウンセリングの述述述述

べべべべ件数及件数及件数及件数及びびびび一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの平均回数平均回数平均回数平均回数をををを教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2010 年 延べ 100 件  

・2011 年 1 月～９月  延べ 83 件 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年  延べ 107 件 

・2012 年 1 月～10 月  延べ 116 件 

・一人当たり平均の統計はない。複数回の者もあり、受けない者もいる。 

④④④④    2011201120112011 年及年及年及年及びびびび 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月のののの期間中期間中期間中期間中にメンタルケアのにメンタルケアのにメンタルケアのにメンタルケアの専門家専門家専門家専門家によるカウンセリングのによるカウンセリングのによるカウンセリングのによるカウンセリングの際際際際

にににに、、、、通訳通訳通訳通訳がついたケースはがついたケースはがついたケースはがついたケースは何件何件何件何件ありましたかありましたかありましたかありましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》     ・2010 年 4 件    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》        ・当該期間中の通訳の事例なし    

⑤⑤⑤⑤    2011201120112011 年年年年にににに被収容者被収容者被収容者被収容者からからからから外部外部外部外部のののの医療機関医療機関医療機関医療機関でのでのでのでの受診受診受診受診・・・・検査検査検査検査のののの希望希望希望希望はははは何件何件何件何件ありましたかありましたかありましたかありましたか。。。。またそまたそまたそまたそ
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のののの内内内内、、、、外部外部外部外部のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに受診受診受診受診・・・・検査検査検査検査がががが認認認認められたのはめられたのはめられたのはめられたのは何件何件何件何件ですかですかですかですか。。。。具体的具体的具体的具体的にににに何何何何かのかのかのかの診察診察診察診察をををを

受受受受けましたかけましたかけましたかけましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》        

 ・2010 年 21 件 外部で受診 (内科 13 件 整形外科８件 泌尿器科 ２件 耳鼻咽喉科１

件  眼科１件)  すべて官費、希望の有無は取っていない。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 24 件 外部で受診（内科 4 件、整形外科 4 件、循環器科 2 件、耳鼻咽喉科 2

件、眼科 7 件、放射線科、歯科、泌尿器科、口腔外科、救急外来は各 1 件） 希望の有無

は統計はない。 

⑥⑥⑥⑥    2012201220122012 年年年年にににに常勤医師常勤医師常勤医師常勤医師にににに診察診察診察診察されたされたされたされた被収容者被収容者被収容者被収容者のうちのうちのうちのうち、、、、通訳通訳通訳通訳がついてがついてがついてがついて診察診察診察診察がががが行行行行われたケースわれたケースわれたケースわれたケース    

はははは何件何件何件何件ありましたかありましたかありましたかありましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》        不明    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》        2012 年 1 件    

⑦⑦⑦⑦    被収容者被収容者被収容者被収容者のののの治療治療治療治療のののの際際際際にににに施設内施設内施設内施設内にににに常備常備常備常備されているされているされているされている薬薬薬薬はどのくらいのはどのくらいのはどのくらいのはどのくらいの種種種種類類類類のののの病気病気病気病気にににに対応対応対応対応できるできるできるできる

薬薬薬薬がががが常備常備常備常備されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。またまたまたまた、、、、年間年間年間年間どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの薬薬薬薬がががが使用使用使用使用されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。またまたまたまた    

昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答とととと比比比比べてべてべてべて変化変化変化変化しているものがありましたらおしているものがありましたらおしているものがありましたらおしているものがありましたらお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・常備薬 200 種 市販薬 11 種あり 

 ・内科・外科・整形外科・泌尿器科・耳鼻科の医院が対応できる同等の薬を用意している。 

 ・使用実績は、処方 19988 個 市販 1787 個 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・内科・外科・整形外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科の医院が対応できる同等の薬を常備 

・常備薬（医師処方） 200 種 市販薬（警備室保管） 11 種あり 

 ・使用実績は、処方薬 27791 個 市販薬 2543 個 

⑧⑧⑧⑧    昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答においてもにおいてもにおいてもにおいても常備薬常備薬常備薬常備薬、、、、市販薬市販薬市販薬市販薬についてはについてはについてはについては一種類一種類一種類一種類をををを常備常備常備常備しているとのことでしたがしているとのことでしたがしているとのことでしたがしているとのことでしたが、、、、

精神安定剤精神安定剤精神安定剤精神安定剤、、、、睡眠導入剤睡眠導入剤睡眠導入剤睡眠導入剤、、、、鎮痛剤別鎮痛剤別鎮痛剤別鎮痛剤別についてについてについてについて変更変更変更変更はありましたかはありましたかはありましたかはありましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

     鎮痛剤のセデス１種類で、精神安定剤や睡眠導入剤は常備していない。 

１日最大９錠 服用機関と累積錠数の統計を取っていない。                                                                                   

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・精神安定剤、睡眠導入剤は常備なし。鎮痛薬はセデス 1 種類のみ。セデスは一日最大 9

錠。服用期間と累積錠数の統計はない。 
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⑨⑨⑨⑨    施設内施設内施設内施設内にににに設置設置設置設置されているレントゲンはされているレントゲンはされているレントゲンはされているレントゲンは、、、、2011201120112011 年年年年とととと 2012201220122012 年年年年１１１１月月月月～～～～10101010 月月月月までにまでにまでにまでに何人何人何人何人のののの被収容被収容被収容被収容

者者者者にににに使用使用使用使用されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 ・2010 年 149 件 

 ・2011 年１月～９月 82 件 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

・2011 年 115 件 

・2012 年 1 月～10 月  130 件 

４４４４、、、、被収容者被収容者被収容者被収容者のののの処遇処遇処遇処遇についてについてについてについて    

①①①①    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度のののの予算決算予算決算予算決算予算決算とととと被収容者一人当被収容者一人当被収容者一人当被収容者一人当たりのコストがたりのコストがたりのコストがたりのコストが公表公表公表公表されていますされていますされていますされています。。。。大村入国管大村入国管大村入国管大村入国管

理理理理センターのセンターのセンターのセンターの 24242424 年度予算年度予算年度予算年度予算のののの内訳内訳内訳内訳（（（（庁舎維持管理費庁舎維持管理費庁舎維持管理費庁舎維持管理費、、、、光熱水料光熱水料光熱水料光熱水料、、、、ガードマンガードマンガードマンガードマン委託費委託費委託費委託費、、、、被収容被収容被収容被収容

者食糧費者食糧費者食糧費者食糧費））））とととと一人当一人当一人当一人当りのコストりのコストりのコストりのコスト及及及及びびびび平成平成平成平成 25252525 年度概算要求年度概算要求年度概算要求年度概算要求におけるにおけるにおけるにおける内訳内訳内訳内訳をおをおをおをお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

 経費は、食料・医療・クリーニング・光熱水道費・冷暖房・配膳・清掃・ごみ処理・護送・警

備・人件費など多岐にわたり算出が困難である。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

    24 年度予算内訳は、庁舎維持管理費 7200 万円、光熱水料 3700 万円、ガードマン委託

費 3700 万円、被収容者食糧費 500 万円で、一人当たりのコストは算出できない。 

25 年度概算要求内訳は庁舎維持管理費 4300 万円、光熱水料 1600 万円、ガードマン委

託費 1500 万円、被収容者食糧費 1300 万円。 

②②②②    ９９９９月月月月 25252525 日日日日のののの新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道ではではではでは「「「「法務省法務省法務省法務省は・・・は・・・は・・・は・・・大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターなどセンターなどセンターなどセンターなど３３３３施設施設施設施設についてについてについてについて 2013201320132013

年度以降年度以降年度以降年度以降、、、、廃止廃止廃止廃止やややや統合統合統合統合をををを含含含含めてめてめてめて体制体制体制体制をををを縮小縮小縮小縮小するするするする方針方針方針方針をををを決決決決めためためためた。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた 10101010 月月月月 25252525 日日日日のののの

新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道ではではではでは、、、、財務省財務省財務省財務省はははは大村入国管理大村入国管理大村入国管理大村入国管理センターについてセンターについてセンターについてセンターについて「「「「他用途他用途他用途他用途へのへのへのへの転用転用転用転用をををを含含含含めてめてめてめて適切適切適切適切なななな

ありありありあり方方方方をををを早急早急早急早急にににに検討検討検討検討しししし、、、、結論結論結論結論をををを出出出出すべきだすべきだすべきだすべきだ」」」」としているとのこととしているとのこととしているとのこととしているとのことですがですがですがですが、、、、現在現在現在現在までにどのようなまでにどのようなまでにどのようなまでにどのような方方方方

向向向向でででで検討検討検討検討さていますかさていますかさていますかさていますか。。。。    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

 近年の被収容者数減少を踏まえ、効率的な運用の観点から他用途への転用も含めた三セ

ンターの収容体制の見直しが図られることになっているが、具体的見直し案については法務

省で検討中。 

③③③③    2012201220122012 年年年年になりになりになりになり、、、、喫煙者用棟喫煙者用棟喫煙者用棟喫煙者用棟とととと非喫煙者棟非喫煙者棟非喫煙者棟非喫煙者棟にににに分離分離分離分離されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの棟棟棟棟のののの平均平均平均平均    

収容人数収容人数収容人数収容人数はははは何人何人何人何人ですかですかですかですか。。。。またまたまたまた、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの棟棟棟棟でのでのでのでの 11111111 月末月末月末月末のののの被収容者数被収容者数被収容者数被収容者数はははは何人何人何人何人ですかですかですかですか。。。。        

≪≪≪≪今年今年今年今年のののの回答回答回答回答≫≫≫≫    



14 
 

11 月末の収容者数は、喫煙者用区域 7 人、非喫煙者用区域 18 人。入所時に喫煙棟、

非喫煙棟の希望を確認しており、途中からの変更は可能。平均利用者数統計は出してい

ない。 

④④④④    2011201120112011 年年年年のののの１１１１部屋部屋部屋部屋のののの定員及定員及定員及定員及びびびび１１１１部屋部屋部屋部屋のののの平均収容人員数平均収容人員数平均収容人員数平均収容人員数はははは何人程度何人程度何人程度何人程度ですかですかですかですか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》     ・10 人部屋に対し４～５名 １人部屋は無い    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》        ・昨年と同じで、10 人部屋に対し 4～5 名 1 人部屋は無い    

⑤⑤⑤⑤    運動時間運動時間運動時間運動時間、、、、入浴入浴入浴入浴、、、、衣類衣類衣類衣類のののの洗濯洗濯洗濯洗濯についてについてについてについて。。。。昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答とととと比比比比べてべてべてべて変化変化変化変化したところがありますかしたところがありますかしたところがありますかしたところがありますか。。。。

変化変化変化変化しているものをおしているものをおしているものをおしているものをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

  昨年は、2010 年６月に入浴(シャワー、毎日)時間を 13 時～16 時 30 分に拡大した。 

  (従来は 14 時～16 時)と回答したが、2011 年は洗濯機と乾燥機を各１台追加設置した以

外は変化なし。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

  戸外運動はこれまで移動時間を含めて 1 時間、実質 45 分としてきたが、6 月 1 日から移

動時間を含まず実質 1 時間と改めた。その他は昨年と同じ。 

⑥⑥⑥⑥    被収容者被収容者被収容者被収容者のののの食事食事食事食事についてはについてはについてはについては、、、、昨年昨年昨年昨年とととと比比比比べてべてべてべて変変変変わったことがあればわったことがあればわったことがあればわったことがあれば回答回答回答回答してくださいしてくださいしてくださいしてください。 

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》    

2010 年 10 月 18 日から牛肉を含む食材の使用が認められ、提供できるメニューが増した。

朝食のパンが冷たいので改善してほしいとの要望を受け、温かいパンを提供できるようにした。 

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》    

朝食のパンは食パンのみだったが、バリエーションをつけて欲しいとの希望があり、検討の結

果 4 月下旬からコッペパンを 10 日おきに提供。5 月下旬から、ご飯が冷めにくいよう発砲スチ

ロール製保温箱を使用している。 

⑦⑦⑦⑦    面会者面会者面会者面会者はははは 2010201020102010 年年年年にににに延延延延べべべべ何名何名何名何名くらいくらいくらいくらい被収容者被収容者被収容者被収容者とととと面会面会面会面会していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

《《《《昨年昨年昨年昨年のののの回答回答回答回答》》》》     ・2010 年 1362 名    

《《《《今年今年今年今年のののの回答回答回答回答》》》》        ・2011 年 延べ 1259 名    

外国人外国人外国人外国人へのへのへのへの国籍差別国籍差別国籍差別国籍差別    

外国人生活保護受給者外国人生活保護受給者外国人生活保護受給者外国人生活保護受給者へのへのへのへの国民年金保険料法定免除除外国民年金保険料法定免除除外国民年金保険料法定免除除外国民年金保険料法定免除除外のののの問問問問題題題題    

                                                                                            中島中島中島中島    眞一郎眞一郎眞一郎眞一郎（（（（コムスタカーコムスタカーコムスタカーコムスタカー外国人外国人外国人外国人とととと共共共共にににに生生生生きるきるきるきる会会会会））））    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

在住外国人への社会保障の適用は、国籍条項を理由とした排除から国籍条項の撤廃による

適用へ拡大していきます。1977 年の国際人権規約の批准、1981 年の難民条約批准後、日本
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の社会保障制度は、社会保障制度の内外人平等の原則が求められるようになり、日本政府は

「国籍要件」撤廃の必要性に迫られました。 

1982 年には、児童手当法、児童扶養手当法、国民年金法等が、1986 年には国民健康保

険法の「国籍要件」が撤廃されました。現在では、原則として三月を超える（三月を超える在留が

見込める場合を含む）在留期間のある正規の在留資格を有する在留外国人には、日本人と同じ

ように社会保障の適用があります。但し、生活保護法には、国籍条項が残っています。1946 年

に制定された生活保護法には、国籍条項はありませんでしたが、全面改定された 1950 年制定

の現行生活保護法には国籍条項があり、外国人には適用されないとされています。 

一方で、生活に困窮する外国人には、1954 年の厚生省社会保険局長通知を根拠に、行政

措置として生活保護法が準用され、日本人と同じ認定基準で 1954 年以降、外国人の生活保

護が認められてきました。実務上は、外国人が生活保護を市区町村に申請すると、認められる

場合にも生活保護法の国籍条項を理由に申請は却下される決定書が交付され、かつ 1954 年

の通知を根拠に生活保護がみとめられ、その給付額が決定された決定書が交付されます。 

また、厚生労働省は 1990 年から外国人の生活保護の対象を、入管特例法の特別永住者と

入管法の別表２（永住者・定住者・日本人配偶者等身分関係によって認められる在留資格）の

在留資格を有する「定住外国人」に限定するようになりました。 

生活保護受給者のうち日本人と外国人の違いに対して厚生労働省は、「申請して不許可とな

った場合や支給金額の決定に不服がある時には、日本国民には行政不服審査請求など不服申

立制度が認められるが、外国人には不服申立てができないという違いがあるが、それ以外の保

護の内容については違いはない」（平成 24 年７月４日 社援発 0704 第４号厚生労働省社会・

援護局長「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正などについて

の（通知）より）とする取り扱いがこれまでなされてきました。    

１１１１、、、、問題問題問題問題のののの発覚発覚発覚発覚    

2012 年８月６日付の日本年金機構による疑義照会への回答により、新たに外国人生活保護

受給者の国民年金保険料の法定免除の適用除外問題が発生してきました。 

熊本市在住の外国人に、熊本市の生活保護課から今年８月から生活保護申請が措置により

受給が認められました。来日後数年経過しているが国民年金に加入していなかったので、生活

保護課から国民年金課に申請して年金番号を登録できるようにしてほしいといわれ、熊本市の

国民年金課に申請しました。そのときの説明では、生活保護の受給がみとめられているので、国

民年金保険料の法定免除がみとめられるため保険料は請求されないという説明でした。これま

で、外国人生活保護受給者にも法定免除が認められる運用がなされていました。ところが、９月

上旬に外国人には生活保護法の適用がなく、行政措置に基づくものにすぎないので、法定免除
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は適用されないという通知が国民年金課から連絡があったということで、一般免除の申請を国民

年金課へ提出してほしいといわれました。 

２２２２、、、、熊本市国民年金課熊本市国民年金課熊本市国民年金課熊本市国民年金課のののの説明説明説明説明    

熊本市国民年金課に行き、法定免除の適用除外の意味の説明を聞きに行きました。担当職

員によると同年９月６日（各）市（区）町国民年金課長あてに、熊本西年金事務所国民年金課長

名で、日本年金機構本部から、疑義にかかる回答があったので、「外国人にかかる国民年金法

第 89 条第二号の適用について」という題名の通知が送られてきたというものでした。 

疑義照会回答の概要 

 （問）外国人が生活保護に準じた生活扶助を受給している場合は、国民年金法第 89 条二号

に該当するものとして取り扱うかことが可能か 

（答え）外国人に対する生活の保護の給付については、生活保護法に根拠を有さずに、行政措

置として生活保護上の保護の決定実施にかかる取り扱いに準じて給付を行っている者であるか

ら、当該通知に基づく保護を受けている外国人には、「生活保護法による生活扶助その他の援

助であって厚生労働省令で定めるもの」に該当するとされた国民年金法第８９条第二号に規定

する法定免除には該当しないものである。つまり「行政措置として認められていた外国人の生活

の保護の給付について、これまで受給期間中は、国民年金保険料の法定免除（国民年金法第

89 条第二号に規定する法定免除）に該当するとしていた取り扱いが、この通知により今後該当し

ないものとして取り扱いに変わり、行政措置にすぎない外国人の生活の保護の受給者は、国民

年金保険料の法定免除はなく一般免除（前年所得に基づいて決められ、４段階の免除がある）

として免除申請することが必要になった」 

３３３３、、、、熊本西国民年金事務所熊本西国民年金事務所熊本西国民年金事務所熊本西国民年金事務所のののの説明説明説明説明    

 九州内のある自治体（長崎県佐世保市）からの問い合わせの問題に関して、疑義照会がなさ

れ、同年８月 10 日に国民年金機構から回答があった。この回答に対する国民年金機構の見解

は従来通りの見解を伝えたもので、特に取り扱いを変えるものではない」とのことで、市町村で法

定免除の取り扱いをしているところがあるので、この回答を受けて、実務運用が異なっているとこ

ろがあるので、この回答の見解に沿った運用になるように国民年金機構九州ブロックとして、各市

区町村へ通知することになった。熊本西年金事務所として、国民年金課長名で市区町村の国

民年金課長あてに 2012 年９月６日付で通知を提出した。九州内について、通知の日にちは統

一されていないと思われるが、同様な通知が出されているはずである 

 今回の通知は、国民年金機構から全国的に指示があって通知が出されたものではなく、自治

体（長崎県佐世保市）からの疑義照会への回答を受けて、国民年金機構九州ブロックとして、本

部の回答を受けて通知した。なお、これまでその回答通りの運用が行われていない実情や、これ
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まで外国人生活保護受給者ですでに法定免除扱いとなっている外国人に関して今後どのように

取り扱うのか、現在九州ブロックとして本部に疑義照会している というものでした。 

４４４４、、、、日本年金機構本部日本年金機構本部日本年金機構本部日本年金機構本部とととと厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの見解見解見解見解        

九州内では、2012 年９月上旬ごろから各地の年金事務所より各市町村の国民年金課長あて

に通知が送られ、これに基づいて外国人生活保護受給者に国民年金保険料の法定免除を認

めず、一般免除の申請に取り扱いが変更されていっていました。しかし、九州外では通知が出さ

れていないところもあり、バラバラの対応になっていました。この通知は、2012 年８月 10 日付の

疑義照会に対する国民年金機構の回答（当然、厚生労働省とすり合わせて行われたものである

ので、「従来からの見解を述べたもので、特に取り扱いを変更したわけではない」）を根拠になされ

ています。しかし、それを根拠づける通知文書や疑義照会への回答など過去一度も出されてい

なかったとされています。 

日本国民年金機構本部（及び厚生労働省）は、全国の市区町村や各地の地方年金事務所

で、少なくとも 1982 年の国民年金法の国籍条項が削除され国民年金への外国人の加入がみと

められて以降、長年外国人生活保護受給者に法定免除が認められる取扱いが行われているこ

とを知らなかったということになります。 

５５５５、、、、共同通信共同通信共同通信共同通信のののの全国配信記事全国配信記事全国配信記事全国配信記事    

 この問題について関心のあった共同通信社の原真記者が、厚生労働省や日本年金機構本部

や全国の外国人の多く住む自治体の外国人生活保護受給者の国民年金保険料の取り扱いに

ついて取材・調査した記事が全国配信され、全国各地の地方紙が 2012 年 10 月 16 日の夕刊

や翌 17 日の朝刊で、「事実上の運用変更」「国籍差別」問題として大きく報道しました。 

６６６６、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの新新新新たなたなたなたな通知通知通知通知    

この報道後の反響の大きさや批判を受けて、厚生労働省は、各地の年金事務所や各自治体

の年金保険担当機関に対して「「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」

（通知）に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請取扱いについて」という

タイトルで、平成 24 年 10 月 26 日付、厚生労働省年金局事業管理課長名で、地方厚生（支）

局 年金調整（年金管理）課長あてに発しました。この通知の内容を要約すると、以下のような内

容でした。 

一、免除の申請に対する具体的な取扱い 

保護受給外国人からの国民年金保険料免除申請については、国民年金法（以下 「法」とい

う）第 90 条第一項第５号及び国民年金法施行規則第 77 条の７第４号を適用して差し支えない

こと。（以下、省略） 

二、過去に法定免除としてとり扱った者への対応（要旨） 
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（１）平成 24 年７月以降、保護受給外国人に対して法第 89 条第一項第２号の法定免除を適用

している場合は、改めて法第 90 条に基づく免除の申請が必要である  

（２）平成 24 年６月以前に保護受給外国人に対して、法第 89 条第一項第２号の法定免除を適

用している場合には、(以下中略)その取扱いについて検討しており、対応が決まり次第、おって連

絡する。 

参考参考参考参考    

〇 年金法第 89 条第一項第２号（日本人保護受給者へ適用） 

「生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるもの」 

〇国民年金法第 90 条第一項第５号（外国人保護受給者に適用） 

「保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他の厚生労働省令で定める事

由があるとき」 

７７７７、、、、まとめまとめまとめまとめ    

厚生労働省の新たな通知のように外国人生活保護受給者は、国民年金保険料の法定免除

ではなく一般免除申請扱いとするが、一律全額免除とすることになっても、この問題が解決する

わけではありません。外国人生活保護受給者への一般申請させたうえで国民年金保険料の全

額免除の一律適用は、保険料負担がなくなる点では同じでも、日本人受給者と外国人受給者を

差別的に扱うとい内外人平等原則に反します。 

厚生労働省の新たな通知による修正による解決ではなく、 

ア、疑義照会 2012 年８月 10 日当初回答の撤回 

（佐世保市の疑義照会で、佐世保市も期待していた「法定免除の適用ができる」という回答の

見解とすることでの解決） 

イ、省令で、法定免除が可能という内容に改正する。 

ウ、生活保護法の国籍条項を撤廃する。  

以上３つの異なる次元での解決が可能で今回の問題で明らかになった。 

①� 国の自治体で行われていた法定免除扱いとするとの見解が、1982 年の国民年金法の国籍

条項撤廃時はなく、30 年以上経過した 2012 年８月に突然出されたのか。 

②1982 年の国民年金法の国籍条項撤廃以降、30 年間余り、厚生労働省や日本年金機構が

本当にその実態を知らなかったのか、もし、知らなかったとすれば、行政として、なぜそのようなこ

とがおこりえたのか、知っていたとすれば、なぜ放置していたのか。 

が疑問として残ります。 

今回の一連の動きの背後に国民年金法の国籍条項の撤廃（内国民待遇の受け入れ）という

方向と逆の「外国人生活保護熟者への差別的取扱いを強化する」方向での力が働いていると思
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われます。 

今回の問題は、共同通信配信記事を、全国各地の地方紙が「国籍差別」問題として大きく取

り上げたことにより、今のところその流れを押し戻す効果をあげ、生活保護法の国籍条項の問題

を顕在化する効果を上げました。しかし、今後とも外国人生活保護問題は生活保護制度全般の

見直しが議論されているなかで、かつての外国人犯罪問題と同じように排斥のターゲットとして焦

点化してくると思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

全国全国全国全国ネットワークからのネットワークからのネットワークからのネットワークからの報告報告報告報告            移住連移住連移住連移住連のののの NPONPONPONPO 法人化法人化法人化法人化についてについてについてについて    

                                        全国ネット 共同代表 岩本 光弘 

 1997 年に結成された全国ネットワークも、15 年過ぎました。設立するときに様々な意見が出さ

れましたので、規約に当たる申し合わせ事項も緩やかなものでスタートしました。しかし年月が過

ぎるうちに活動内容も広がり、各地の団体の参加によって、国内では全国のネットワークを代表す

る組織として認識されるようになりました。一方で国際的な活動にも大学の研究者を中心に出来

る範囲で参加してきた結果、外国の支援組織からは、移住連が日本のナショナルセンターという

位置づけで評価されるようになりました。活動範囲が広がってきたため、事務局の業務も多忙に

なりました。それに伴って資金面でも厳しい状況になっています。また、国連人権委員会などの

国際機関からは、任意団体のネットワークではなく、組織的な裏付けを求められるようになってき

ました。そのため昨年９月の運営会議以降、移住連の NPO 法人化の必要性について論議を進

めてきました。12 月には共同代表会議も開催し、２月の運営会議で本格的な準備を進めること

が決まりました。次回の論議は 4 月に名古屋で予定されている運営会議で、長い時間を取って

議論をすることが決まりました。 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

全国全国全国全国フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが開催開催開催開催されますされますされますされます    
 ２年ごとに開催している全国フォーラムが、６月 15 日・16 日２日間、神戸で開催されることにな

りました。現在、地元の神戸で組織された実行委員会で準備が進んでいます。 

 ４月にはお知らせが全国に配布されますが。今回は神戸ですから、九州からも近い場所です。

九州地区からも多くの人の参加を待っています。 

＊＊＊＊期日期日期日期日        ６６６６月月月月 15151515 日日日日((((土土土土))))・・・・16161616 日日日日((((日日日日))))        

＊＊＊＊場所場所場所場所        甲南大学甲南大学甲南大学甲南大学    ((((阪急線阪急線阪急線阪急線のののの沿線沿線沿線沿線ですですですです))))    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    
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移住労働者移住労働者移住労働者移住労働者とととと共共共共にににに生生生生きるネットワークきるネットワークきるネットワークきるネットワーク九州九州九州九州    
ゆるやかなネットワークのもとゆるやかなネットワークのもとゆるやかなネットワークのもとゆるやかなネットワークのもと、、、、活動活動活動活動のののの強化強化強化強化とととと展開展開展開展開をををを目指目指目指目指しししし連携協力体制連携協力体制連携協力体制連携協力体制をををを築築築築きますきますきますきます    

このネットワークは、日本で暮らす移住（外国人）労働者やその家族の人権擁護や自立へ

の支援を目的として九州で活動する団体や個人があつまり、１９９８年５月に発足しました。こ

のネットワークでは、各団体や個人の主体的活動を尊重しあう緩やかなネットワークのもと、

相互の情報交換や具体的なケースでの協力、共通する課題への協働行動を行うこととして

います。 

私たちは、様々な国籍の人たちから相談や支援を求められています。その活動を続けて

いくために、多くの人たちが私たちと共に活動に参加していただくことを願っています。 

何か１つでも出来ることがありましたら、どなたでも結構です。ぜひとも私たちの活動に協力

や参加していただける方を求めています。お待ちしています。 

※※※※団体会員名簿団体会員名簿団体会員名簿団体会員名簿                                2012012012013333 年年年年 3333 月月月月 9999 日現在日現在日現在日現在    
＊アジア女性センター ＊アジアに生きる会・ふくおか ＊移住(外国人)労働者問題を考える医

療従事者の会 ＊(株)インターアジア ＊外国人技能実習生権利ネットワーク・北九州  
＊カトリック福岡教区正義と平和協議会 ＊コムスタカー外国人と共に生きる会 ＊多文化共生

センター・北九州 ＊バプテスト社会委員会 ＊美野島司牧センター 

※※※※賛助団体賛助団体賛助団体賛助団体    
＊外国人と手をつなぐ会 ＊久留米信愛修道院 ＊ソルト・パヤタス 
＊日本カトリック難民移住移動者委員会 (東京都) 

※※※※個人会員個人会員個人会員個人会員            53 名 (内賛助会員 31 名 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

九州ネットの財政状況についてのお願い 
 九州ネットが結成されて 15 年過ぎました。これまで九州ネットは基本的に会員の会費で運営し

てきましたが、その間、いろいろな方や団体からのカンパなどを頂き、これまで活動を続けることが

できました。特に、ニューズレターの発行は今号で 44 号となり、私たちの活動を皆様へ報告する

ことができました。一方で、全国ネットワークの活動への参加も継続し、委員の派遣も行いました。 

 ところが、数年前から会員数やカンパが減って財政が厳しくなっています。今のままでは来年以

降の見通しがたちません。そこで皆様にお願いがあります。 

 会員になっていただき九州ネットを支えていただける団体や個人はいませんでしょうか。また、カ

ンパなどを出していただける団体や個人はありませんでしょうか。これからの厳しい状況を乗り切る

ために、皆様のご協力をお願いします。会費は、団体会費・年間一万円、個人会費・年間五千

円、賛助会員、団体会費・五千円、個人会費・三千円です。 


